
10：00～11：30 6人 500円

10：30～12：00 4人 500円

10：00～12：00 6組 100円

10：00～14：00

10：00～12：00 3人 500円

11：00～

10：00～15：00 5人 1,000円

包丁研ぎ  使い慣れた包丁を最後まで使いませんか？

スーツケース

レンタル
家の中でかさばるスーツケース。必要なときに「借りる」！ 1回　500円 

最長1ヶ月

程度

イスの張替え  

まな板削り 

譲ります

求めます

えびすＦＭ 

リユース品の 販売 

見学案内

1日
（土）

9日
（日）

包丁研ぎに挑戦  

食品で作る消臭剤「マイエンザ」作り

足ゆび開放「布ぞうり」作り

16日
（日）

16日
（日）

18日
（火）

おもちゃ病院　

エコマーケット　毎月第3日曜日に開催

きもの着付けレッスン

自分にとっては不用でも他の誰かに活用してもらう。捨てずにリユース（再利用）。

私たちの暮らしに身近なごみの現状を見にきませんか。工場見学や体験学習もできます。

出店者募集中です

定員なし　申込み不要

スタッフがていねいに削り仕上げます。 1枚　500円

譲ってもいいもの、求めているものがあれば情報をお寄せ下さい。

ホームページとエコプラザ掲示板でお知らせします。

毎月第2,4月曜日AM11時頃からエコプラザ情報を発信しています。

28日
（金）

30日
（日）

ぼかし作成見学　生ごみを土に返すお手伝い

座面を張替えるだけで雰囲気も変わって気分一新！ 1脚　1,000円から

1本　500円

★開館時間:10時～17時 ★休館:水曜日TEL 0952-33-0520

4月
もったいなあい！ロングロングキャンペーン実施中！

佐賀市エコプラザ 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369清掃工場内

講座、イベント等のお申込みは、4月の講座は3月16日（木）10時から電話でお申し込み下さい。

エコマーケットの出店申し込み（出店料500円）は2ヶ月前から受け付けます。



もったいないラインご活用ください！もったいないラインご活用ください！もったいないラインご活用ください！もったいないラインご活用ください！    

もったいないラインは不要になったものを「活かしてほしい」「適正に処分したい」 

などの相談窓口です！       

＊＊＊＊不用品持ち込み相談不用品持ち込み相談不用品持ち込み相談不用品持ち込み相談    

エコプラザでは家庭内（佐賀市内の方に限る）で不用になったモノの持ち込みができます 

まだ使えるのに処分するのは忍びないもの。そんな時はできるだけごみにしない！モノの命をでき

るだけ最後までまっとうさせてやりたい！そんな思いの詰まったエコプラザにご相談ください 

持ち込まれたものは、エコプラザ内でリユース（再利用）できると判断したものをお受け取りして

販売しています。または分解して「部品」にしたり、「ウエス」にしたり最後まで使い切る！提案

もしています 

★佐賀市エコプラザでは出向いての引取りは行っていませんのでご注意ください 

★受け取れないものもあります・・・食品・薬品・電化製品・百科事典、全集ものの書籍・今の季

節ではない衣類は持ち込めません（※衣類持ち込み時期の目安…春物は 2 月～4 月、夏物は 5 月～

8 月、秋物は 9 月～11 月、冬物は 11 月～2 月） 

＊「譲ります」「求めます」コーナー＊「譲ります」「求めます」コーナー＊「譲ります」「求めます」コーナー＊「譲ります」「求めます」コーナー    

情報を 1 か月間お預かりしています。エコプラザ内の案内板とホームページでご案内しています 

 

粗大ごみ粗大ごみ粗大ごみ粗大ごみの始末！の始末！の始末！の始末！どうしていますか？どうしていますか？どうしていますか？どうしていますか？    

知らず知らずに無許可の回収業者に渡したりしていませんか？ 

指定袋に入らないごみは粗大ごみです。粗大ごみの処分は佐賀市には 3 つの方法があります 

①ステッカー方式（品物 1 個につき 500 円） 

②臨時収集（品物を載せた積載量により 3,200 円～9,600 円の 3 段階） 

③直接搬入（品物の重さによる。家庭ごみは 100kg まで 400 円） 

＊詳しくは各家庭に配布されたごみカレンダーをご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知らず知らずのうちに「我が家から出したもの」が環境に負荷を与え、巡り巡って私たちの生活
にも影響が出ることがあるかもしれません。ルールを守って出したいものです 

★ご存じですか！★ご存じですか！★ご存じですか！★ご存じですか！????    

市区町村の許可や委託を受けずに、回収業者がごみを収集することは認められてはいません。 

★どうして利用してはいけないの？どうして利用してはいけないの？どうして利用してはいけないの？どうして利用してはいけないの？    

廃棄物を無許可の回収業者に引き渡すと法を守った適正な処理が確認できません。 

下記のような事例も報告されています。 

○不法投棄（無許可の廃棄物回収業者によって回収されたものが不法投棄された事例の報告があります） 

○不適正処理（環境対策を行わずに破壊することでフロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます） 

○不適正な管理による火災（廃家電は、電池やプラスチックを含むため発火、延焼の危険性があります）                   

環境省ホームページより抜粋 

 

エコプラザもったいないライン 

 0952-33-0526 


